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Ⅴ－４ 保険証券の読取り 

１．定期付終身保険 

保険種類 
５年ごと利差配当付終身保険  

契約日 
平成 14年（2002 年）５月１日 

被保険者年齢 
40 歳 

主契約の 
保険料払込期間 
60 歳払済 

 
証券番号 

Ａ３－４５６７８ 

お支払いする主な保険金等の内容（主契約の被保険者が該当された場合）   

●死亡または約款所定の高度障害のとき 
  2022年４月30日まで   35,000,000円＊ 

 ただし、不慮の事故の場合は右の金額となります。 
  2022年４月30日まで   38,000,000円＊ 

●2022年４月30日までに死亡または約款所定の 
 高度障害のとき       特約基本年金額     3,000,000円 

（支払回数５回） 
●特定の疾病により約款所定状態になられたとき     5,000,000円 

  

社員配当金支払方法 

 

利息をつけて 

積立 
・配当金は変動（増

減）し、運用実績

によっては 支払

われないこともあ

ります。 

保険料 

 死亡（高度障害）保険金額 5,000,000円 
保険期間の終期 

終身 支払方法 年払  

 払込満了 60歳 

払込期月 毎５月 

（１日から末日） 
定期保険特約 60歳満期  

特約保険金額 
25,000,000円 

特約保険期間の終期 
2022年４月30日 

主契約保険料       

   152,350 円 
特定疾病保障終身保険特約 

     特約保険金額 
5,000,000円 終 身 特約保険料 

   424,356 円 

お払込いただく合計保

険料 

    576,706 円 

 

年金払定期保険特約（５回支払）       

60歳満期 

 特約基本年金額 

3,000,000円 2022年４月30日 

 

 

 

傷害特約    本人型 災害保険金額 3,000,000円  

災害入院特約  本人型 入院給付金日額  5,000円  

疾病入院特約  本人型 入院給付金日額 5,000円  

通院特約    本人型 通院給付金日額 3,000円  

成人病特約 入院給付金日額 5,000円  

長期入院特約 長期入院給付金日額 5,000円  

 

  ＊特約保険期間の終期 2042年４月30日   

特
別
条
件
を
付
加
し
た
場
合
の 

特
約
・
特
則 

 

そ
の
他
の
特
約
・
特
則 

 

●リビング・ 
 ニーズ特約 
 
●保険料口座 
 振替特約 

 

ご 
 

説 
 

明 

＊特定疾病保障終身保険特約の特約特定疾病保険金のお支払い後は、特約特定疾病保険金額を差し引いた金額と 

 なります。 

   

●主契約の保険料払込期間経過後において、払込むべき各特約の保険料は、一括して前納することが必要です。

なお、会社の定めるところにより分割して前納または保険料を毎年払込む方法も選択できます。保険料の払込

がない場合、本保険証券に記載された内容にかかわらず、主契約の保険料払込期間満了時をもって特約は解約

されたものとします。 

●この保険契約は、高額割引の高額判定に関する規定が適用されております。合算対象契約が解約・減額・契約

者変更・保険料の振込満了等となった場合、保険料は変更されることがあります。 

●主契約の予定利率は年2.15％です。 

 

無
配
当
特
約 

５
年
ご
と
利
差
配
当
付
特
約 

主
契
約 

５日目より 

５日目より 

５日目より 



（１） 保険証券の読取りのポイント 

保険証券の読取りには、「保険料はいつまでいくら支払うか」「どんなときに、ど

の保険や特約から、保険金や給付金がいくら支払われるか」ということがポイン

トになります。 

 

①保険種類 ５年ごと利差配当付（定期特約付）終身保険 

②保険料はいくらか 年払 576,706円 

③保険料はいつまで支払うか 払込終了60歳（払込期間20年） 

④保険料払込終了後の特約保険料 

 の取扱いはどうなるか 

60～80 歳の特約保険料は、主契約の保険料払込期

間経過後に一括前納することが必要（分割または

年払の方法も選択できる） 

⑤主契約の保険金額はいくらか 500万円 

⑥特定疾病保険金はいくら付加 

 されているか（特約） 

 

500万円 

 

⑦病気で死亡した場合の保険金

（普通死亡保険金）はいくらか 

60 歳前に、特定疾病保険金を受け取ることなく病

気で死亡した場合に支払われる死亡保険金は①と

②の合計額 

①一時金受取 

 500万円(主契約)＋2,500万円(定期保険特約) 

 ＋500万円(特定疾病保障特約)＝3,500万円…◯ａ 

②年金受取  

 300万円（年金払定期保険特約）×５回＝1,500 

 万円…◯ｂ 

⑧不慮の事故等で死亡した場合の

保険金（災害死亡保険金）はい

くら 

 か 

特定疾病保険金を受け取った後、60 歳前に事故で

死亡した場合に支払われる死亡保険金は①と②の

合計額 

①一時金受取 

 上記⑦の◯ａ－500万円（特定疾病保障特約） 

 ＋300万円（傷害特約）＝3,300万円 

②年金受取  

 上記⑦の◯ｂ 

 

 （２）主契約である終身保険の保険料払込方式の区分 

   ①平準保険料払込方式＝払込期間中、保険料は一定です。 

   ②ステップ保険料払込方式＝保険期間の途中で、保険料が上がります。 

※ 更新型の定期付終身保険において、定期特約部分の更新と同じ時期に終身保険の

保険料が上がる（＝「ステップ前の期間」と「更新までの定期特約期間」が同じ）

場合もありますが、終身保険部分の「更新ではない」ので注意が必要です。 



 

Contents 

２．個人年金 

 

契約日(保険期間の始期) 

平成２年 11月１日 

保険

期間 

70歳 

保険料払込

期間 

60歳払込済 

保険料払込方法

（回数） 

年 12回 

保険料払込期月 

毎月 

社員配当金支払方法 

年金開始日前 積立 

年金開始日後 増加年金買増 

 
保険種類 

個人年金保険 

年金開始日 

平成30年11月1日 

被保険者年齢 

32歳 

保険料 

契約日から28年間              16,530円 

 

 ●お支払いする年金額 

 

 

 

 

 

 

 

●お支払いする保険金・給付金 

 保険金・給付金の内容 

入院保障特約 70歳満了 
災害・疾病入院給付金(基準日額)

１日につき 5,000円 

 

 

 

 

主契約（基本年金年額）60万円

32歳ご契約  保険料お払込期間   お払込満了 60歳 60歳年金開始 年金お支払期間10年間  70歳

年 
金 
原 

資 
年金開始日前の死亡のとき 

 死亡給付金   

年金開始日以前の社員配当金は、年金
開始日に 10 年確定年金定額型の増額

年金の買増しに充当します。 

その他の特約 
個人年金保険料 

税制適格特約 



（１）保険証券の読取りのポイント 

個人年金保険の保険証券の読取りには、「保険料はいつまでいくら支払うか」

「いつからいつまで、いくらの年金が支払われるか」「その他、どんな特約が付

加されているか」ということがポイントになります。 

 

①年金種類 10年確定年金 

②保険料はいくらか 月払 16,530円 

③保険料はいつまで支払うか 主契約の保険料払込は60歳で終了 

④生命保険料控除の取扱いは 
 どうなるか 

・主契約の保険料は個人年金保険料控除の対象 
・入院保障特約の保険料は一般生命保険料控除の対象 

⑤年金受取開始前に死亡した 
 ときはどうなるか 

年金開始前に死亡したときは死亡給付金が支払われる 

⑥年金はいつからいつまで受 
 け取れるか 

60歳から10年間 

⑦年金はいくら受け取れるか 基本年金年額60万円（増額年金、増加年金除く） 

⑧年金受取期間中に死亡した 
 ときはどうなるか 

年金受取期間中に被保険者が死亡したときは残存期間
の年金（その時点の年金現価相当額の一時金受取も可）
が遺族に支払われる（確定年金であるため） 

⑨入院保障特約はいつまでか 
入院保障特約の保障期間は70歳まで 
※年金受取期間中も入院保障特約を継続する場合は、そ 
 の期間分の特約保険料については別途支払が必要 

⑩社員配当金は引き出せるか 社員配当金は引き出すことができない（税制適格特約が
付加されているため） 

⑪年金額の減額したときの取 
 扱いはどうなるか 

年金額を減額（一部解約）した場合の解約返戻金は年金
開始まで保険会社に積み立てられる（税制適格特約が付
加されているため） 
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《練習問題》 

計算問題１ 

現在 45歳の小沢さんは、５年前から下記の内容の生命保険契約に加入している。 

主契約 終身保険 5,000,000円 保険期間 終身 

定期保険特約 15,000,000円 保険期間 60歳まで 

特定疾病保障定期保険特約 5,000,000円 保険期間 60歳まで 

収入保障保険特約（10回支払） 1,200,000円 保険期間 60歳まで 

特約 

傷害特約 3,000,000円 保険期間 80歳まで 

 

（設問Ａ）特定疾病保障保険金を受け取ることなく、今から10年後に肺炎で死亡した場合 

     に支払われる死亡保険金はいくらか。 

 

（設問Ｂ）今から18年後に交通事故で死亡した場合に支払われる死亡保険金はいくらか。 

 

計算問題２ 

下記の内容のガン保険に加入している人が、肺ガンと診断され、約款に定められた肺切除

手術（給付倍率40倍）を受けるとともに、継続して130日間の入院をした場合、受け取る

ことができる保険金・給付金の合計金額はいくらか。 

ガン入院給付金 日額 10,000円 

ガンで入院のとき、入院の日から退院の日までガン入院給付金を支

払います。 

ガン手術給付金 ガンで所定の手術を受けたとき、手術種類に応じてガン入院給付金

日額の10倍・20倍・40倍の手術給付金を支払います。 

ガン診断給付金 100万円 

ガンと診断確定され治療・入院を開始したとき、ガン診断給付金を

支払います。 

死亡保険金 ガンで死亡したとき、ガン入院給付金日額の50倍（ガン以外で死亡

したとき、ガン入院給付金日額の10倍）の死亡保険金を支払います。 

 



計算問題３ 

下記の内容の生命保険契約に加入している場合、現在、以下の保険事故が発生したときに

受け取る金額はそれぞれいくらか。いずれもそれまでに保険事故は一切発生していないも

のとする。 

主契約 終身保険 保険金額    200万円 

定期保険特約 保険金額   1,800万円 

特定（３大）疾病保障定期保険特約 保険金額    500万円 

災害割増特約 保険金額   1,000万円 

災害入院特約（本人型） ５日目から 日額      5,000円 

疾病入院特約（本人型） ５日目から 日額      5,000円 

短期入院特約（本人型） 日額      5,000円 

生活習慣病入院特約（本人型） ５日目から 日額      5,000円 

特約 

通院特約 ＊退院日の翌日から120日以内 日額      3,000円 

     （注）生活習慣病入院特約には手術給付金はないものとする。 

 

（設問Ａ）胃がんと診断され、50 日間入院し、手術（給付倍率 20 倍）を受けた後、退院

の翌日から週１回ずつ10日間通院した。 

 

（設問Ｂ）がん・急性心筋梗塞・脳卒中以外の病気で死亡した。 

 

 

 

《解答》 

計算問題１ 

（設問Ａ） 

60歳前に、特定疾病保障保険金を受け取ることなく、病気（特定疾病でも特定疾病以外で

も同様）で死亡した場合に支払われる死亡保険金は①と②の合計額 

①一時金受取 

 500万円（主契約）＋1,500万円（定期保険特約）＋500万円（特定疾病保障特約） 

 ＝2,500万円 

②年金受取 

 120万円（収入保障保険特約）×10回＝1,200万円 

 

（設問Ｂ） 

60歳以降80歳までに災害で死亡した場合に支払われる死亡保険金は 

 500万円（主契約）＋300万円（傷害特約による災害死亡保険金）＝800万円 
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計算問題２ 

①ガン入院給付金：10,000円×130日＝130万円 

②ガン手術給付金：10,000円×40倍＝40万円 

③ガン診断給付金：100万円 

④ ①＋②＋③＝270万円 

 

計算問題３ 

（設問Ａ） 

①胃がんと診断されたことにより、特定疾病保障定期保険特約から特定疾病保険金500万

円が支払われる。 

②入院したことにより、以下の入院給付金が支払われる。 

 １～４日目の入院 短期入院特約から 5,000円×４日＝２万円 

 ５～50日目の入院 疾病入院特約から 5,000円×（50日－４日）＝23万円 

生活習慣病入院特約から5,000円×（50日－４日）＝23万円 

③手術を受けたことにより、疾病入院特約から以下の手術給付金が支払われる。 

 5,000円×20倍＝10万円 

④通院したことにより、通院特約から以下の通院給付金が支払われる。 

 3,000円×10日＝３万円 

⑤ ①＋②＋③＋④＝561万円 

 

（設問Ｂ） 

200万円（終身保険）＋1,800万円（定期保険特約）＋500万円（特定疾病保障定期保険特

約）＝2,500万円 

※特定疾病保障保険は、特定疾病保険金を受け取る前に他の原因で死亡したときは、特定

疾病保険金と同額の死亡保険金が支払われる。 

※病気死亡（普通死亡）なので、災害割増特約からは保険金が支払われない。 

 

 


